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151155年労働条件改善に関する要求書提出年年労労働働条条件件改改善善にに関関すするる要要求求書書提提出出
労使共生の視点で料金改定、大幅賃上げを！！労労使使共共生生のの視視点点でで料料金金改改定定、、大大幅幅賃賃上上げげをを！！！！
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�．港湾運送事業の健全な発展と雇用基盤の安定のために

（�）認可料金制度復活・確立をめざし、労使共同して関係者等（国会・行政等）に
実現への働きかけを取り組むこと。

（�）適正料金を収受し、適正な支払いを行うことにより、全国港湾・港運同盟傘下
各組合の、賃上げなどの要求に対して誠意ある回答を行うよう指導すること。

（�）民間港湾運営会社が、港湾産別協定をはじめとする港湾産別労使のルールを順
守するよう措置するために、当該会社の諸施策は、当該地区での４者協議（労・
使・管理者・運営会社）での合意に基づき進めるよう対応すること。

（�）三島川之江港の指定港化について、14春闘協定に基づき、当該事業者に対する
指導と、国土交通省の決断を強く求めること。

（�）港湾の職域、業域において、在来船作業やAEOをはじめとする港湾運送と港湾
運送に密接不可分な事業の規制緩和や荷主・船社の進める諸合理化によって、業
域や職域、あるいは雇用に影響する諸問題に際しては、労使政策委員会や事前協
議などにおいて協議・解決するよう対応すること。

�．賃金・労働条件の向上のために

（�）産別制度賃金を下記の通り引き上げること。
　　①　産別最低賃金を月額169,600円、日額7,370円、時間給1,050円に改定するこ

と。
　　②　在るべき賃金を別紙の通り改定すること。
　　③　基準賃金を、全港・全職種適用とし、40歳368,900円に改定すること。
　　④　標準者賃金を、264,600円に改定し、当該労働者の賃金を到達させること。

なお、標準者賃金は、基準内賃金として適用すること。
（�）時間外賃金割増率を次の通りとし、産別制度として創設すること。
　　①　平日：半夜＝60％、深夜＝100％
　　②　土曜休日：昼間＝100％、半夜＝125％、深夜＝150％
　　③　日・祝休日：昼間＝200％　半夜＝225％　深夜＝250％
　　④　適用は、全港・全職種とすること。

�．雇用・職域の確保、並びに港湾労働秩序の維持のために

（�）港湾運送事業法と港湾労働法の職域規定、港湾労働の定義を斉一化するよう、
国土交通省・厚生労働省に事業者団体として働きかけ、その実現を図ること。

（�）産別協定第７条にもとづき、「港湾倉庫」をはじめ、港頭地域の内貨・外貨を
問わず物流施設すべての作業を、港湾運送事業者の業域として拡大すること。

（�）事前協議制度（産別協定58条５項）について、下記の通り改定すること
①　同�項の事前協議対象とする革新船に自動車船を加えるよう改定すること。
②　同�項を「荷主、メーカー等が、港頭地区に進出する件」と改定すること。

（�）関連専業の労働環境の整備に関し、意見交換会を通じた諸課題の解決促進と共
に、公正・公平な競争要件を整えるなど、秩序ある事業運営に向けて、事業者団
体として内部指導を徹底すること。

（�）日雇い不使用協定（産別協定第14条）の意義を踏まえ、常用労働者中心の港湾
労働体制の確立を指導し、徹底させること。

�．港湾労働者保障制度の充実のために

（�）港湾労働者年金制度について、定年年齢の延長に対応するため、次の通りの改
定に合意し、一般財団法人港湾労働安定協会に制度改定を申し入れ、規定の改定
を進めること。

　　①　受給資格要件の勤続期間の規定である「満60歳に達する日までの勤続期間に
限る」を「離職する日までの勤続期間に限る」に改定すること。

　　②　支給期間を、離職後15年の有期支給の制度に改定すること。
　　③　15年の年金受給期間中に死亡した場合の遺族見舞金は、現行の年金支給全額

（375万円）の残余金額を支給する制度に改定すること。
　　④　改定した制度の適用は、制度施行日以降に裁定を受けた受給権者からとし、

既存の受給者には適用しない。
（�）年金訴訟等で、敗訴となった場合に、当該事業者にその負担が及ばない措置を
安定協会内に確立するよう求めること。

�．港湾労働者の安全・衛生の向上のために

（�）石綿被災者の救済について、４者協議の場の設置並びに、これ等を通じた被災
者救済に対応した事業者の負担軽減措置などを労使共同で申し入れ、具体的な前
進を図ること。

（�）放射能汚染から港湾労働者の健康を守るために、４検（海事・新検・日検・全
検）による検査体制を確立すること。

以　上


